
H２９　地域こん談会まとめ
（様式４）

番号 自治会名 こん談事項 こん談会開催時の回答内容 回答者 取組状況 取り組み状況の説明事項

1 吉川町 新規就農者と集落の今後について

　新規就農者には、経済的な補助として『経営開始型資金交付（年間１５０万円、５年
間）』・『実践農場整備支援事業（ハウスのリース代等補助）』で対応しています。技術
的な面では、『担い手専任マネージャー』を配置しいろいろな相談に乗っているところ
です。また、亀岡地域農業再生協議会を通じて、『他市の農家や若手農業者とベテ
ラン農業者との交流会』や、女性との出会いの場として、農業に興味のある女性を対
象に『農活』を開催しています。京都府では、『京都丹波就農サポート講座』として技
術的な指導を行っています。
　指導農家に対しては、『農の担い手新規就農支援事業』として機械の借り上げ経費
や種苗代等の指導に係る経費を補助しています。
　集落に対しては、市の事業として『集落営農育成強化事業助成金』として僅かです
が地域の営農活動に活用していただきたいと思います。
　本市としては、後継者不足が大きな課題であり、現在、将来の農地利用のあり方や
方法、担い手として位置づけられる新規就農者の受け入れなどについて、地域で話
し合いにより作成する『京力農場プラン』の作成支援を行っているところです。検討さ
れる場合は担当者が説明させていただくので、ご協力ください。
　このプランで地域の担い手に位置づけられると、国や府の事業で、農業機械や施
設の導入について支援が受けられるので紹介させていただきます。

産業観光部
農政担当部長

①実施 　こん談会での回答のとおりです。

2 吉川町

新規就農者と集落の今後について
【質問事項等】
新規就農者の世話をするのは、指
導者だけではなく、農家組合の負担
も大きい。
集落営農育成強化事業助成金だけ
ではなく、地域に還元されるような施
策はないのか。

　現在のところ、新規就農者に関して地域（農家組合）に対する補助事業の設置はし
ていません。

産業観光部
農政担当部長

⑤困難 　こん談会での回答のとおりです。

　大井町南部区画整理事業地区に隣接する道路計画については、国道３７２号から
国営緊急農地再編事業（余部・安町工区）区域及び市道余部吉川線を経由し、国道
９号を連絡する市道並河蚊又線道路新設改良事業を計画し、平成２５年から取り組
んでいるところです。国営の農地再編整備事業と整合をとりながら進めていくこととな
ります。

土木建築部長 ①実施

　平成２９年６月に市道並河蚊又線調査測量設計業務委託
を発注したところであり、今年度は国営農地再編整備事業と
整合を図りながら現地測量・道路詳細設計・関係機関協議を
進めています。

　吉川町から大井町南部区画整理事業地区へのアクセスについては縦貫道の側道
を利用し、犬飼川を渡り、太田からの市道との交差点を右折していただくことになると
考えています。
　区画整理事業地区内の道路計画については、①縦貫道の東側、南向きの一方通
行を対面通行の道路に整備し、既に供用開始しています。②縦貫道から９号線まで
地区内を東西に走る都市計画道路（工場団地線）を計画しています。③太田からの
市道と縦貫道の交差点から、東に対面通行道路の整備を行います。事業期間につ
いては、現在のところ、平成３０年度中の整備を予定しています。

まちづくり推進部
事業担当部長

③検討 　こん談会での回答のとおりです。

大井町南部区画整理事業地区への
アクセス道路について

吉川町3
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4 吉川町

大井町南部区画整理事業地区への
アクセス道路について
【質問事項等】
事業区域や周辺道路の整備状況で
はなく吉川町からのアクセス方法に
ついて教えてほしい。
現在のアクセス方法は高低差のある
道や狭い道等、危険が多く行きにく
い。

　先程説明した以外の道路計画は現在ないため、吉川町からのアクセスについて
は、①縦貫道の側道②堤防③農道の３ルートとなります。
　犬飼川に掛るの『若宮橋』については、現在車両のみの通行となっていますが、国
交省から歩道付きの橋へ架け替えの計画があるので、そこから南側、市道並河蚊又
線までの区間については歩道の整備をして、自転車・歩行者の動線としたいと思いま
す。
　また、現状の中で、安全性に問題のある部分については、お声掛けをいただけた
ら、対応できる範囲で対応していきたいと考えています。

土木建築部長 ③検討 　こん談会での回答のとおりです。

　区域内の『並河運動公園線』については、南に延伸し国道３７２号線に接続する都
市計画決定となっていますが、先に市道並河蚊又線を優先的に進めることとしている
ため、都市計画道路の事業化については具体化されていないのでご理解をお願い
したい。

まちづくり推進部
事業担当部長

③検討 　こん談会での回答のとおりです。

　並河運動公園線については、吉川町を通る都市計画決定となっています。
　現在、並河にある清掃公社について、移転を含め検討したいと考えています。順調
に進めば、都市計画道路も次の形に進むことができると考えています。今すぐにとい
うわけではないが、し尿処理施設も老朽化してきているため、今後の取り組みとして
進めていくということでご理解いただきたい。

市長
（まちづくり推進部）

③検討 　こん談会での回答のとおりです。

6 吉川町
市道太田口天川線の改修工事継続
について

　昨年の地域こん談会でも同様の要望があり、昨年については少し延長を伸ばして
区切りのいい部分まで工事をさせていただきました。しかし、全体を一度に行うと多額
の費用を要することから、分割しているところです。
　残りの工事区間については、３７２号線との接続部分までではなく、途中で市道が
一定広くなっている区間までとしています。残りの区間は、昨年までの区間とは道路
条件が異なり、横に大きな農業用水路が走っているため、工法等についても地元の
役員と協議をしながら進めていきたいと考えています。

土木建築部長 ①実施
　既整備区間と国道３７２号までの残区間の一部について本
年度整備します。

大井町南部区画整理事業地区への
アクセス道路について
【質問事項等】
例えば区域内を南北に走る『並河運
動公園線』の延伸等について教え
てほしい。

吉川町5
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　ご指摘のとおり、全国的に高齢者の自動車事故が発生しています。
　本市では、公共交通機関を利用される機会の多い高齢者の移動手段の確保、外
出の促進、市内バス交通機関の利用促進、地域間格差の是正を目的とし、今年度
秋から実証実験を実施したいと考えています。内容は７５歳以上の高齢者及び、７０
歳以上の運転免許自主返納者を対象として、市内全域を定額で利用できる回数券
方式のバス乗車券の販売であり、現在バス会社と詳細について協議をしているところ
です。そのため、現時点で詳細については申し上げられないが、まとまり次第自治会
を通じて説明をさせていただきます。
　『福祉タクシー等事業制度』のタクシー等利用券については、外出が困難な重度障
害者（障害者手帳の等級、障害名による）が交付対象となります。該当される方はご
利用ください。

健康福祉部長 ①実施

　敬老乗車券については、市内を運行する路線バス（亀岡
市コミュニティバス、亀岡市ふるさとバスの全区間及び京阪
京都交通バスの亀岡市内全区間）が利用可能な回数券方
式の乗車券を７５歳以上の高齢者及び運転免許証自主返
納者（年齢制限なし）を対象者として販売し、本年１０月１日
から運用を開始しています。
　『福祉タクシー等事業制度』のタクシー等利用券について
は、これまでから実施しています。
　タクシー利用券の概要は次のとおりです。
（交付額）
月１，０００円または２，０００円分の利用券交付
（対象者）
・視覚障害１，２級
・両下肢、体幹障害１，２級
・内部障害１級
・療育手帳　Ａ
・精神障害　１，２級
　のいずれかに該当し在宅の人。

　※タクシー料金、京阪京都交通バス運賃に利用できます。

（交通機関の増加、増便について）
　現在は、京阪京都交通バスと並河駅からのふるさとバスの並河コースが運行してい
ます。
京阪京都交通バスについては、１日１１本、ふるさとバスについては、１日５往復、そ
の他、３７２号線に八田線が１日１１本走っています。
　京阪京都交通に対しては、地域の方にとって便利であるよう市からも要望を行って
いますが、採算の問題もあり、乗っていただかなければ走らないということになりま
す。ふるさとバスは、現在、薭田野町鹿谷からふるさとバスの延伸の要望があり、そち
らに延伸ができないか検討をしています。
　高齢化に伴い、免許証を自主返納したら交通手段がなくなるため、バスに対しての
要望が多くありますが、バスの運行に際しては、かなりの経費が掛かっており、要望
に対し試験的にバス運行を行っても利用者が少ないという現状もありますので、まず
は既存のバスを多く利用していただいくことにより、バス交通の充実を図りたいと考え
ています。

まちづくり推進部長 ②実施予定
　ふるさとバス並河駅線を薭田野町鹿谷地区に延伸し、平成
30年3月31日から運行開始（予定）

8 吉川町
犬飼川の吉川橋上流の堰堤の修復
について

　昨年度も同じ質問をいただいており、今年の１月にも再度現地の確認を行っていま
す。また現状修繕の必要はなく、経過観察とさせていただいています。
　以前、京都府において、澪筋整備として水の流れる道を川の中に作っており、堰堤
の一部がわざと下げてある部分があります。その部分が一定広がっていますが、今後
についても定期的な現地確認を行い、変化があればご連絡をいただいて、その都
度、市や府と協議していくこととなりますのでよろしくお願いしたいと思います。

土木建築部長 ⑥その他 　こん談会での回答のとおりです。

高齢者等の車両運転事故多発に伴
う代替交通手段対策について

吉川町7
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9 吉川町
運動公園駐車場から排水路の側面
整備について

　駐車場整備については、自治会等にご協力いただき、下流のヒューム管の伏せ替
えと西側湧水池の修繕をさせていただきました。
　排水路法面については、昨年の地域こん談会で同様の要望をいただき、対応策を
検討した結果、調整池から下流７０メートルの区間について水路法面両側約６０セン
チ、コンクリートで法面の保護工を実施することで今年度の予算計上をさせていただ
いています。６０センチのうち３０センチは水路横に水平区間を設け、残り３０センチは
法面に沿ってコンクリートで舗装を行う予定です。それより下流が同じ構造になってい
るため、同様の構造とさせていただきます。
　水平区間を設けることで、除草作業も行いやすく、水路への草の被りもなくなり、湧
水池への阻害も緩和されると考えます。合わせて、水路の土砂上げも行いたいと考え
ています。施行については、秋の稲刈り後を考えています。

まちづくり推進部
事業担当部長

②実施予定
　平成２９年１２月に亀岡運動公園関連排水路改修工事を
発注したところであり、地元関係者立会いも終了し、現在工
事中で平成３０年３月上旬の完成で進めています。

10 吉川町
体育館及び運動公園への左折表示
について

　余部方面からの左折表示については、市営住宅入口に、「運動公園へは次の交差
点を左折」といった看板の設置を検討しています。現状、飛び出し注意の看板が設
置されているため、設置場所については今後協議したいと考えます。

まちづくり推進部
事業担当部長

①実施
　市営吉川住宅入口に亀岡運動公園への案内看板を設置
しました。

11 吉川町 防犯灯の設置について

　公衆街路灯の設置については、毎年多くの設置要望をいただいています。設置場
所については、小中学校の通学路や、公道（亀岡市道）を優先的に順次設置してい
ます。市内全体の要望箇所を取りまとめ優先順位を決めて設置を行っています。
　設置後の維持管理（電気代等）については、自己負担が出てきますが、今回の要
望箇所については一部大井町の管轄も含まれているように思われますので、設置の
際にはその調整も必要であると考えます。

土木建築部長 ②実施予定 　平成29年度、要望箇所について設置します。

　各自治会から多くの要望があり、昨年は３１基が設置されていますが各自治会１基
ほどが限度であります。今回の要望場所については、電柱等もあるので、設置自体
は可能であると考えますが、周辺の田への影響を懸念される耕作者もおられると思い
ますので、その点についての問題も払拭する必要があると考えます。公道ではありま
せんが、重要な生活道路であることは十分認識いたしましたので他の地域を含め検
討させていただきます。

土木建築部長 ②実施予定 　平成29年度、要望箇所について設置します。

　当該道路については、都市計画道路として認定をしています。現在農道ですが、
将来都市計画道路にしていくのであれば、今年度から始まった『準市道制度』の対象
とすることができないかどうか検討が必要であると考えています（様々な規定があり、
通常は対象となりませんが、この道は並河駅からの歩行者が多いため）
　都市計画道路として認定している道路で、将来は公道としていくという条件があれ
ば不可能ではないと考えますので持ち帰り検討をさせていただきます。

市長
（土木建築部）

⑥その他 　こん談会での回答のとおりです。

12 吉川町

防犯灯の設置について
【質問事項等】
大井町へのアクセスは、この農道が
最短距離となる。
歩行者・自転車等の交通量も多く、
吉川町民の生活道路として重要な
道路なので、そのあたりも考慮して
検討いただきたい。
また、大井町部分については、小城
製薬が独自で付けてくださってい
る。吉川町部分のみで良いので、検
討をお願いしたい。
設置後の維持管理費については、
替田区、吹ケ区の共益費を使うの
で、設置をお願いします。
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13 吉川町

【質問事項等】
市営住宅について
3年かけて改修いただき感謝してい
る。
しかし、せっかくきれいに改修してい
ただいたが、入居者が増えていな
い。
原因としては、お風呂がないことが
考えられるが、お風呂の設置につい
てなにか問題があれば教えていた
だきたい。

　お風呂を設置し入居者募集をすることも一つの方法と考えますが、家賃面で、現状
より負担が大きくなります。また、やるのであれば、全戸同様にしなければならないの
で、予算面での課題もあります。出来れば子育て世代の入居を進めていきたい気持
ちもありますので、検討が必要であると考えます。

土木建築部
施設担当部長

③検討 　こん談会での回答のとおりです。
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